
◎証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律
の整備等に関する法律

（平成一四年六月一二日法律第六五号）　　

一、提案理由（平成一四年五月一七日・衆議院財務金融委員会）

○柳澤国務大臣　ただいま議題となりました証券決済制度等の改革による証券市場の整

備のための関係法律の整備等に関する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を

御説明申し上げます。

　政府は、社債、国債等について、券面を必要としない新たな振替制度の整備、より効

率的な清算を可能とする清算機関制度の整備を行う等、決済の迅速化、確実化を初めと

する証券市場の整備のため、短期社債等の振替に関する法律等関係法律の整備等を行う

こととし、本法律案を提出した次第であります。

　以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。

　第一に、決済期間の短縮化等を図るため、統一的な証券決済法制の対象をコマーシャ

ルペーパーから社債、国債等に拡大することとしております。

　　第二に、発展性のある証券決済システムを構築するため、一般投資家が振替を行う

ための口座を証券会社や銀行等に開設することが可能となるよう、多層構造の振替決済

制度の創設を図ることとしております。

　第三に、決済事務の標準化及び決済事務量の削減を図るため、安全かつ効率的な清算

を可能とする清算機関に関する制度の整備を行うこととしております。

　第四に、一般投資者保護のための仕組みとして振替制度に加入者保護信託制度を創設

するほか、国債に関し、元本部分と利息部分を分離して振替を行うことができるいわゆ

るストリップス債や、譲渡性に制限を付した国債を導入する等、国債市場の整備のため

の措置を講じております。

　以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。

　何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

二、衆議院財務金融委員長報告（平成一四年五月二一日）

○坂本剛二君　ただいま議題となりました法律案につきまして、財務金融委員会におけ

る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

　本案は、社債、国債等について、券面を必要としない新たな振替制度の整備、より効

率的な清算を可能とする清算機関制度の整備を行う等、決済の迅速化、確実化を初めと

する証券市場の整備のため、所要の措置を講じようとするものであり、以下、その概要

を申し上げます。

　第一に、統一的な証券決済法制の対象をコマーシャルペーパーから社債、国債等に拡

大することにしております。

　第二に、一般投資家が振替を行うための口座を証券会社や銀行等に開設することが可

能となるよう、多層構造の振替決済制度の創設を図ることにしております。



　第三に、安全かつ効率的な清算を可能とする清算機関制度の整備を行うことにしてお

ります。

　第四に、一般投資者保護のための仕組みとして、振替制度に加入者保護信託制度を創

設するほか、国債に関し、元本と利息の部分を分離した振替債や譲渡性に制限を付した

国債を導入する等、国債市場の整備のための措置を講ずることにしております。

　本案は、去る四月十五日当委員会に付託され、五月十七日柳澤国務大臣から提案理由

の説明を聴取した後、質疑を行い、同日質疑を終局いたしました。

　次いで、本案に対し、古川元久君から民主党・無所属クラブの提案に係る修正案が提

出された後、討論を行い、採決いたしましたところ、修正案は否決され、本案は多数を

もって原案のとおり可決すべきものと決しました。

　以上、御報告申し上げます。

三、参議院財政金融委員長報告（平成一四年六月五日）

○山下八洲夫君　ただいま議題となりました法律案につきまして、委員会における審査

の経過及び結果を御報告申し上げます。

　本法律案は、より安全で、効率性の高い証券決済制度等を構築していく必要性にかん

がみ、社債、国債等について、券面を必要としない新たな振替制度の整備、より効率的

な決済を可能とする清算機関制度の整備を行う等、所要の措置を講ずるものであります。

　委員会におきましては、証券決済システムの整備が証券市場に与える効果、株券等を

含めた統一的な証券決済制度の整備の必要性、国債整理基金において金利スワップ取引

を行うことの妥当性、国債市場の整備に向けた取組の概要等について質疑が行われまし

たが、その詳細は会議録に譲ります。

　質疑を終了いたしましたところ、民主党・新緑風会を代表して峰崎直樹委員より、本

法律案に対し、国債整理基金において金利スワップ取引を行うことができるとする改正

規定の削除を内容とする修正案が提出されました。

　次いで、討論に入りましたところ、民主党・新緑風会を代表して大塚耕平委員及び日

本共産党を代表して大門実紀史委員より、それぞれ原案に反対し、修正案に賛成する旨

の意見が述べられました。

　討論を終局し、採決の結果、修正案は否決され、本法律案は多数をもって原案どおり

可決すべきものと決定いたしました。

　以上、御報告申し上げます。


